
令和〇年〇月〇〇日  

後援名義使用承認申請書 
 

愛 知 県 知 事 様 

申請者 団体の所在地 〒○○○－○○○○ 
            ○○市○○町１－２ 
    団 体 名  ○○○書道会 
    電 話 番 号 ０５２－○○○－○○○○ 

代表者の職・氏名
ふりがな

 会長 愛知崋山

あ い ち か ざ ん

                  

（芸名等の場合、本名

ふりがな

 愛知

あ い ち

太郎

た ろ う

         ） 

代表者の住所 〒○○○－○○○○ 
△△△市△△区△△１－２－３ 

代表者の生年月日 昭和○○年○月○日（ 男 ・ 女 ） 

下記のとおり行事を開催しますので後援名義の使用を承認してください。 

記 

行 事 名  第○○回○○書道大会  

行事の目的 
 多くの方々に書の魅力・良さを知っていただき、書道の振興を図るとともに、本県の文化

芸術の振興に寄与することを目的とする。 

主 催 ○○○書道会 

後援 (予定 )  ○○市、○○市教育委員会 

開 催 期 間 令和○年○月○日(〇) ～ 令和○年○月○日(〇)（○日間） 

開 催 場 所  ○○○センター 

入  
場  

者  

等 

範 囲 愛知県 ・ 東海三県 ・ 全国 ・ その他（                                 ） 

対 象 一般 ・ 学生 ・ その他（                                               ） 

人 数 １，２００人 （見込み） 

入場料 有  ・   無 
参 加 費 

(出演/出品料) 
有  ・   無 

前回開催状況 令和△年△月△日(△) ～ 令和△年△月△日(△)（文書番号：〇文芸第〇〇号） 

連 絡 先 

 
日中連絡の 
取れる方 

住 所 

氏 名 

〒○○○－○○○○ ○○市○○町○○４－５－６ 

愛知花子 

電 話 ○○○－○○○－○○○○ 携帯電話 ○○○－○○○○－○○○○ 

F A X ○○○－○○○－○○○○ ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ ○○○＠○○○.○○.jp 

（注 1）後援名義の申請にあたっては、次の添付書類を併せてご提出ください。 

① 今回の行事の内容が分かるもの（開催要項、企画書など）② 今回の行事の収支予算書 ③ 主催者団体の規約 

④ 役員名簿 ⑤ 前回のパンフレット、チラシなど（“後援 愛知県”と記載されたもの）なお、継続して後援名義の

承認を受けている行事で、前回の完了報告書に⑤を添付している場合は、添付を省略することができます。） 

（注２）申請書類につきましては、印刷物を作成する 1か月前には必ずご提出ください。  

（注３）講演会やシンポジウム等で、登壇者や発言者が２人以上いる場合、性別に偏りがないよう努めてください。 

   （裏面に続く） 
（文化芸術 2026.4） 

記入例 



 

 

 

後援名義使用承認申請確認事項  
 

 申請しようとする行事について、下記の全てに該当するか確認してチェックを入れてください。 

記 

・ 文化芸術の振興を主たる目的としています。 

・ 本県において過去に開催した実績があります。 

・ 特定の団体・会員を対象にしたものではなく、一般の県民の方も参加できます。 

・ 営利を目的とした行事ではありません。 

・ 行事と関係ない販売行為や宣伝行為は行いません。 

・ 政治活動、宗教活動ではありません。 

・ 政治的・宗教的な宣伝・普及に利用される行事ではありません。 

・ 暴力団と密接な関係を有する者は参加していません。 

・ 公安又は風俗を害する行事ではありません。 

・ 本邦外出身者に不当な差別的言動が行われる行事ではありません。 

・ 暴力行為、迷惑行為を誘発する行事ではありません。 

・ 入場料の設定、会場の選択は適切に行っております。 

・  行事を実施する上で、適切な安全対策を講じます。 

 

  上記について確認しました  

 

【留意事項】 
①  前回の行事完了報告書を未提出の団体は、今回の申請はできません。 

   行事完了報告書は、行事内容が申請書と異なっていないかなどを確認する書類となります。 

 

② 代表者の方の個人情報については、平成２３年度より愛知県の条例により、お伺いしてお

りますので記載のご協力をお願いいたします。 

 

③ 行事の目的や内容によっては、後援名義の使用を承認できない場合もあります。 

文化芸術課では、「広く一般県民の文化芸術の振興を図る目的をもって行われる公共性の

高い行事」を承認しています。目的によって、後援名義の担当課室が異なりますので、今一

度ご確認ください。 

 

④ 申請書及び添付資料に基づいて審査を行っています。 

   １つでも欠けていますと、審査がストップしてしまいますので必ず漏れのないようにご提

出くださいますようご協力お願いします。 

 

⑤ 後援名義使用承認前に、チラシ等の印刷はしないでください。 

 

⑥ 後援名義につきましては、個々の行事に対して承認しているものであり、団体を承認してい

るものではありません。 

また、以前に後援名義の使用承認を受けた継続的な行事でも、その都度審査を行います

ので、必ず行事毎に申請が必要です。 


